
経済性を基にした合併処理浄化槽との比較検討の手法について 資料５-② 

1.1 検討単位区域の設定 

経済性をもとにした集合処理区の検討に関しては、「持続的な汚水処理システム構築に向けた都

道府県構想策定マニュアル（国土交通省 農林水産省 環境省）」（以下、構想策定マニュアルと

する）が示されており、各施設の建設費、維持管理費、耐用年数について実績値や当市の特性を

状況にて反映させて検討を行う事とされている。 
 
■検討単位区域の設定方法 
① 汚水整備対象家屋は、住宅地図（(株)ゼンリン）において住所の番地が割り

当てられている家屋とする。また、地図から一般家屋と判断される家屋も対

象とする。 
② 家屋間限界距離（※）を勘案して家屋を先取り区域に取り込む。そこからさ

らに家屋間限界距離内にある家屋も先取り区域へ接続する。 
③ 先取り区域から離れた家屋を、家屋間限界距離を勘案してグループ化する。

その際、地形条件と河川横断も考慮し、それぞれのグループを検討単位区域

とする。 
④ 検討単位区域とする家屋のグループは、家屋数が 10 戸以上となる区域を対

象とする。 
 

 
 

 
※家屋間限界距離の算出方法（構想策定マニュアルより） 

 
左：公共下水道の場合「増加する処理場維持管理費」「管渠の建設費」「管渠の維持管理費」 
右：合併処理浄化槽の場合「浄化槽建設費」「浄化槽維持管理費」 
左右比較し、公共下水道としても、合併処理浄化槽としても、同額となる距離を見積もる。 
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※検討単位区域イメージ（構想策定マニュアルより） 

 
 
 
※区域設定後、検討単位区域同士を接続する管渠沿線の区域等を「周辺区域」とし、 

検討単位区域とそれに関連する周辺区域ごとに、 
・公共下水道の場合に必要となる「増加する処理場維持管理費」「管渠（区域同士を接続す

る管渠も含む）の建設費」「管渠（同）の維持管理費」 
・合併処理浄化槽の場合に必要となる「浄化槽建設費」「浄化槽維持管理費」 
をそれぞれ比較し、公共下水道で整備したほうが有利な区域とするか、合併浄化槽で整備

したほうが有利な区域とするかを判断する。 
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図 1-1 設定フロー 
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1.2 周辺区域の設定 

周辺区域は、次の条件を満たすものを設定する。 

 

（1） 既整備区域に連担している区域 

既整備区域に接している家屋や既整備区域から家屋間限界距離以内にある家屋を起点とし

て家屋間限界距離以内で連なっている家屋 

（2） 既整備区域と検討単位区域または検討単位区域同士を接続する管渠沿線の区域 

既整備区域から家屋間限界距離以遠にある検討単位区域に接続する管渠の沿線または検討

単位区域と検討単位区域を接続する管渠の沿線にある家屋 

（3） 公共下水道幹線沿線の区域 

(2)の検討単位区域同士を接続する管渠沿線の家屋と同様 

 
 
 



 

〈例〉 検討単位区域図 
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